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A

議
案
第
３
３
号

鳥
取
県
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
16
年
法
律
第
16
1号
）
及
び
鳥
取
県
犯
罪
の
な
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
20
年
鳥
取
県
条
例
第
44

号
）
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、
県
及
び
県
内
市
町
村
が
拠
出
し
た
基
金
を
活
用
し
て
支
援
金
を
交
付
す
る
た
め
の
措
置
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
が
図
ら
れ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
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B

　
る
。

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　（
１
）　
犯
罪
行
為
　
日
本
国
に
お
け
る
刑
罰
法
令
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
（
刑
法
（
明
治
40
年
法
律
第
45
号
）
第
37
条
第
１
項
、
第
39
条
第
１
項
又
は
第

41
条
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
行
為
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
35
条
又
は
第
36
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
行
為
及
び
過
失
に
よ
る
行
為

を
除
く
。
）
そ
の
他
特
に
そ
の
被
害
者
の
支
援
を
要
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
行
為
を
い
う
。

　（
２
）　
犯
罪
被
害
者
　
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
除
く
。
）
で
参
加
市
町
村
（
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
を

し
た
市
町
村
（
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
の
届
出
を
し
た
市
町
村
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
住
所
を
有
す
る
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
い
う
。

　（
３
）　
犯
罪
被
害
者
等
　
犯
罪
被
害
者
並
び
に
犯
罪
被
害
者
の
親
族
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定
め
る
関
係
者
で
参
加
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
も
の
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
い
う
。

　（
４
）　
重
傷
病
　
負
傷
若
し
く
は
疾
病
が
治
り
、
又
は
そ
の
症
状
が
固
定
す
る
前
に
お
け
る
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
被
害
で
あ
っ
て
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
の

療
養
の
期
間
が
１
月
以
上
に
及
び
、
又
は
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

　（
５
）　
重
度
の
障
が
い
　
負
傷
又
は
疾
病
が
治
っ
た
と
き
（
そ
の
症
状
が
固
定
し
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
け
る
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
が
い
で
知
事
が
別
に
定

め
る
程
度
の
も
の
を
い
う
。
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A

　（
６
）　
児
童
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

ア
　
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

イ
　
満
20
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
ア
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制

の
課
程
を
含
む
。
）、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
修
学
校
の
高
等
課
程
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
在
籍
し
て

い
る
者

（
支
援
金
の
交
付
）

第
３
条
　
県
は
、
第
１
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
金
（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）

を
交
付
す
る
。

　（
１
）　
死
亡
・
重
傷
病
緊
急
支
援
金

　（
２
）　
転
居
・
防
犯
対
策
緊
急
支
援
金

　（
３
）　
生
活
維
持
緊
急
支
援
金

　（
４
）　
再
提
訴
等
支
援
金

　（
５
）　
遺
児
等
支
援
金

２
　
支
援
金
は
、
別
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
支
援
金
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
以
下
の
額
を
交
付
す
る
。

３
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
金
の
交
付
の
対
象
者
、
額
、
交
付
の
申
請
そ
の
他
の
手
続
そ
の
他
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
参
加
市
町
村
と
協
議
の
上
、
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B

知
事
が
別
に
定
め
る
。

４
　
県
は
、
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
関
係
者
か
ら
第
１
項
第
２
号
又
は
第
４
号
に
掲
げ
る
支
援
金
に
相
当
す
る
損
害
（
訴
訟
費
用
を
含
む
。
）
の
填
補
又
は

賠
償
が
当
該
支
援
金
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
既
交
付
者
」
と
い
う
。
）
に
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
既
交

付
者
に
対
し
、
当
該
支
援
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
金
の
積
立
て
）

第
４
条
　
鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
10
号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
鳥
取
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
基
金
（
以
下
「
基
金
」

と
い
う
。
）
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
及
び
参
加
市
町
村
が
拠
出
す
る
額
並
び
に
県
民
等
か
ら
収
受
し
た
寄
付
金
等
の
合
計
額
と
す
る
。

２
　
参
加
市
町
村
が
拠
出
す
べ
き
額
は
、
参
加
市
町
村
に
協
議
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
し
、
県
が
拠
出
す
べ
き
額
は
、
参
加
市
町
村
が
拠
出
す
る
額
の
合
計

額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
参
加
市
町
村
へ
の
報
告
）

第
５
条
　
知
事
は
、
毎
年
度
、
基
金
の
管
理
及
び
処
分
の
状
況
を
参
加
市
町
村
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
加
の
申
出
等
）

第
６
条
　
こ
の
条
例
で
定
め
る
制
度
（
以
下
「
犯
罪
被
害
者
等
支
援
制
度
」
と
い
う
。
）
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
参
加
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
ま
で

に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
県
及
び
参
加
市
町
村
は
、
毎
年
５
月
31
日
ま
で
に
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
県
又
は
当
該
参
加
市
町
村
が
拠
出
す
べ
き
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
拠
出
す
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A

る
額
を
基
金
に
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
新
た
に
第
１
項
の
申
出
を
行
う
市
町
村
が
当
該
申
出
を
し
た
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
基
金
に
拠
出
す
べ
き
額
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
既
に

参
加
し
て
い
る
参
加
市
町
村
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
参
加
市
町
村
に
協
議
し
て
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。

４
　
犯
罪
被
害
者
等
支
援
制
度
か
ら
脱
退
し
よ
う
と
す
る
参
加
市
町
村
は
、
脱
退
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
前
項
の
届
出
を
し
た
市
町
村
に
は
、
当
該
市
町
村
が
拠
出
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
参
加
市
町
村
に
協
議
し
て
知
事
が
定
め
る
額
を
基
金
か
ら
返
還
す
る
も
の

と
す
る
。

６
　
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
支
援
制
度
上
の
地
位
の
承
継
、
基
金
に
拠
出
す
べ
き
額
の
特
例
そ
の
他
必
要
な
事

項
は
、
参
加
市
町
村
に
協
議
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
委
任
）

第
７
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
条
第
３
項
、
第
４
条
第
２
項
及
び
第
６
条
並
び
に
附
則
第
４
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。



─  6 ─

B

（
経
過
措
置
）

２
　
第
３
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３
　
第
３
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
す
る
別
表
の
再
提
訴
等
支
援
金
の
項
中
欄
に
規
定
す
る
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
基
金
へ
の
拠
出
の
目
途
）

４
　
こ
の
条
例
の
施
行
後
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
県
及
び
参
加
市
町
村
が
基
金
に
拠
出
す
る
額
の
目
途
は
、
合
わ
せ
て
5,
00
0万
円
と
す
る
。

（
基
金
に
拠
出
す
べ
き
額
等
の
検
討
）

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
基
金
の
残
高
が
2,
00
0万
円
を
下
回
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
新
た
に
基

金
に
拠
出
す
べ
き
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
参
加
市
町
村
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

６
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）
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A

名
称

設
置
目
的

積 立 て

運
用
益
金
の

整
理
又
は
処

理

処
分
事
由

　
略

34
　
鳥

取
県

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

促
進

基
金

　
産
業
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
人

材
の
育
成
に
資

す
る
事
業
そ
の

他
の
高
等
学
校

教
育
の
改
革
を

先
導
す
る
拠
点

と
な
る
県
立
高

等
学
校
の
創
出

の
た
め
の
施
策

に
要
す
る
費
用

に
充
て
る
こ
と
。

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 定 め る 額

（
１
）　
一
般

会
計
歳
入

歳
出
予
算

に
計
上
し

て
、
当
該

基
金
の
設

置
目
的
を

達
成
す
る

た
め
に
必

要
な
経
費

の
財
源
に

充
当

（
２
） 
 （
１
）

の
ほ
か
、

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
基

金
に
積
立

て

　
当
該
基
金
の

設
置
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に

必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る

と
き
。

名
称

設
置
目
的

積 立 て

運
用
益
金
の

整
理
又
は
処

理

処
分
事
由

　
略

34
　
鳥

取
県

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

促
進

基
金

　
産
業
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
人

材
の
育
成
に
資

す
る
事
業
そ
の

他
の
高
等
学
校

教
育
の
改
革
を

先
導
す
る
拠
点

と
な
る
県
立
高

等
学
校
の
創
出

の
た
め
の
施
策

に
要
す
る
費
用

に
充
て
る
こ
と
。

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 定 め る 額

（
１
）　
一
般

会
計
歳
入

歳
出
予
算

に
計
上
し

て
、
当
該

基
金
の
設

置
目
的
を

達
成
す
る

た
め
に
必

要
な
経
費

の
財
源
に

充
当

（
２
） 
 （
１
）

の
ほ
か
、

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
基

金
に
積
立

て

　
当
該
基
金
の

設
置
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に

必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る

と
き
。
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B

35
　
鳥

取
県

犯
罪

被
害

者
等

支
援

基
金

　
鳥
取
県
犯
罪

被
害
者
等
に
対

す
る
支
援
金
の

交
付
に
関
す
る

条
例
（
令
和
８

年
鳥
取
県
条
例

第
　
　
　
号
）

第
３
条
第
１
項

各
号
に
規
定
す

る
支
援
金
の
交

付
に
要
す
る
経

費
に
充
て
る
こ

と
。

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 定 め る 額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

（
１
）　
当
該
基

金
の
設
置
目

的
を
達
成
す

る
た
め
に
必

要
な
経
費
の

財
源
に
充
て

る
と
き
。

（
２
）　
鳥
取
県

  
犯
罪
被
害
者

等
に
対
す
る

支
援
金
の
交

付
に
関
す
る

条
例
第
６
条

第
５
項
の
規

定
に
よ
る
返

還
の
財
源
に

充
て
る
と

き
。
　

別
表
（
第
３
条
関
係
）

種
類

対
象
者

交
付
の
上
限
額
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A 死
亡
・
重
傷
病

緊
急
支
援
金

死
亡

犯
罪
行
為
（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
よ
り
死

亡
し
た
犯
罪
被
害
者
の
遺
族

１
の
犯
罪
被
害
（
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
10
0万
円

重
傷
病

犯
罪
行
為
（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
よ
り
重

傷
病
を
負
っ
た
犯
罪
被
害
者

１
の
犯
罪
被
害
に
つ
き
50
万
円

転
居
・
防
犯
対
策
緊
急
支
援

金

殺
人
、
強
盗
、
不
同
意
性
交
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
の
他
の
知
事
が
別
に

定
め
る
犯
罪
に
係
る
犯
罪
被
害
者
又
は
当
該
犯
罪
の
行
わ
れ
た
時
に
同
居

し
て
い
た
親
族
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定
め
る
関
係
者
で
あ
っ
て
、
犯
罪

被
害
に
起
因
し
て
転
居
又
は
防
犯
対
策
の
強
化
が
必
要
と
な
っ
た
と
認
め

ら
れ
る
も
の

１
の
犯
罪
被
害
に
つ
き
、
20
万
円
と
転
居
又
は
防

犯
対
策
の
強
化
に
要
す
る
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

生
活
維
持
緊
急
支
援
金

犯
罪
被
害
に
起
因
し
て
生
計
の
維
持
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
と
認
め

ら
れ
る
犯
罪
被
害
者
等

１
の
犯
罪
被
害
に
つ
き
、
30
万
円
と
犯
罪
被
害
の

額
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

再
提
訴
等
支
援
金

犯
罪
行
為
（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
よ
り
死

亡
し
た
犯
罪
被
害
者
の
遺
族
又
は
重
傷
病
を
負
っ
た
犯
罪
被
害
者
で
あ
っ

て
、
当
該
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
関
係
者
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
権
の
債
務
名
義
に
つ
き
、
そ
の
時
効
を
更
新
す
る
た
め
再
度
の
訴
訟

を
提
起
す
る
者
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
に
支
援
を
要
す
る
も
の
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
者

１
の
訴
訟
に
つ
き
、
33
万
円
と
裁
判
所
に
納
付
し

た
手
数
料
等
の
費
用
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か

低
い
額

遺
児
等
支
援
金

犯
罪
行
為
（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
よ
り
死

亡
し
、
又
は
重
度
の
障
が
い
を
負
っ
た
犯
罪
被
害
者
の
子
、
兄
弟
姉
妹
そ

の
他
の
知
事
が
別
に
定
め
る
関
係
者
で
あ
る
児
童

児
童
１
人
１
年
に
つ
き
、
当
該
児
童
の
年
齢
等
に

応
じ
知
事
が
別
に
定
め
る
額

　
備
考
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B

１
　
転
居
・
防
犯
対
策
緊
急
支
援
金
は
、
転
居
先
に
お
い
て
当
初
の
犯
罪
被
害
に
起
因
し
た
副
次
的
な
被
害
又
は
再
度
の
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
高
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
再
度
の
転
居
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
１
回
に
限
り
再
度
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
度

の
転
居
は
新
た
な
犯
罪
被
害
に
係
る
も
の
と
み
な
し
て
交
付
の
上
限
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
死
亡
・
重
傷
病
緊
急
支
援
金
を
交
付
し
た
と
き
は
、
同
一
の
犯
罪
被
害
に
つ
い
て
転
居
・
防
犯
対
策
緊
急
支
援
金
は
交
付
し
な
い
も
の
と
し
、
転
居
・
防
犯

対
策
緊
急
支
援
金
を
交
付
し
た
後
に
死
亡
・
重
傷
病
緊
急
支
援
金
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
既
に
交
付
し
た
転
居
・
防
犯
対
策
緊
急
支
援
金
の
額
を
控
除
す
る

も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
再
度
の
交
付
に
は
適
用
し
な
い
。
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A

議
案
第
３
４
号

鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議

決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
１
条
　
鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
10
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

29
　
鳥

取
県

臨
時

財
政

対
策

債
償

還
基

金

　
地
方
財
政

法
（
昭
和
23

年
法
律
第
10
9

号
）
第
33
条

の
５
の
２
第

１
項
に
規
定

す
る
地
方
債

（
以
下
「
臨

時
財
政
対
策

債
」
と
い

う
。
）
の
償

還
に
必
要
な

財
源
を
確
保

し
、
県
財
政

の
健
全
な
運

営
に
資
す
る

こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

　
臨
時
財
政

対
策
債
の
償

還
の
財
源
に

充
て
る
と

き
。
　

30
　
鳥

取
県

　
令
和
６
年

度
に
鳥
取
県

一
般

会
計

（
１
）　
一
般
会

計
歳
入
歳
出

　
当
該
基
金

の
設
置
目
的

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

29
　
鳥

取
県

臨
時

財
政

対
策

債
償

還
基

金

　
地
方
財
政

法
（
昭
和
23

年
法
律
第
10
9

号
）
第
33
条

の
５
の
２
第

１
項
に
規
定

す
る
地
方
債

（
以
下
「
臨

時
財
政
対
策

債
」
と
い

う
。
）
の
償

還
に
必
要
な

財
源
を
確
保

し
、
県
財
政

の
健
全
な
運

営
に
資
す
る

こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

　
臨
時
財
政

対
策
債
の
償

還
の
財
源
に

充
て
る
と

き
。
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A

　
ね
ん

　
り
ん

　
ピ
ッ

　
ク
基

　
金

に
お
い
て
全

国
健
康
福
祉

祭
を
開
催
す

る
た
め
に
必

要
な
経
費
に

充
て
る
こ
と
。

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

　
予
算
に
計
上

し
て
、
当
該

基
金
の
設
置

目
的
を
達
成

す
る
た
め
に

必
要
な
経
費

の
財
源
に
充

当

（
２
） 
 （
１
）
の

ほ
か
、
一
般

会
計
歳
入
歳

出
予
算
に
計

上
し
て
基
金

に
積
立
て

を
達
成
す
る

た
め
に
必
要

な
経
費
の
財

源
に
充
て
る

と
き
。

31
　
略

32
　
略

33
　
略

34
　
略

35
　
略

30
　
略

31
　
略

32
　
略

33
　
略

34
　
略

第
２
条
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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B

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

35
　
鳥

取
県

犯
罪

被
害

者
等

支
援

基
金

　
鳥
取
県
犯

罪
被
害
者
等

に
対
す
る
支

援
金
の
交
付

に
関
す
る
条

例
（
令
和
８

年
鳥
取
県
条

例
第
　
　
　

号
）
第
３
条

第
１
項
各
号

に
規
定
す
る

支
援
金
の
交

付
に
要
す
る

経
費
に
充
て

る
こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

（
１
）　
当
該

基
金
の
設

置
目
的
を

達
成
す
る

た
め
に
必

要
な
経
費

の
財
源
に

充
て
る
と

き
。

（
２
）　
鳥
取

県
犯
罪
被

害
者
等
に

対
す
る
支

援
金
の
交

付
に
関
す

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

35
　
鳥

取
県

犯
罪

被
害

者
等

支
援

基
金

　
鳥
取
県
犯

罪
被
害
者
等

に
対
す
る
支

援
金
の
交
付

に
関
す
る
条

例
（
令
和
８

年
鳥
取
県
条

例
第
　
　
　

号
）
第
３
条

第
１
項
各
号

に
規
定
す
る

支
援
金
の
交

付
に
要
す
る

経
費
に
充
て

る
こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

（
１
）　
当
該

基
金
の
設

置
目
的
を

達
成
す
る

た
め
に
必

要
な
経
費

の
財
源
に

充
て
る
と

き
。

（
２
）　
鳥
取

県
犯
罪
被

害
者
等
に

対
す
る
支

援
金
の
交

付
に
関
す
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A

　
る
条
例
第

６
条
第
５

項
の
規
定

に
よ
る
返

還
の
財
源

に
充
て
る

と
き
。

　
る
条
例
第

６
条
第
５

項
の
規
定

に
よ
る
返

還
の
財
源

に
充
て
る

と
き
。

36
　
鳥

取
県

地
域

未
来

基
金

　
県
内
に
お

け
る
産
業
集

積
の
形
成
及

び
活
性
化
並

び
に
地
場
産

業
の
付
加
価

値
の
向
上
の

た
め
の
施
策

に
要
す
る
費

用
に
充
て
る

こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

（
１
）　
一
般
会

計
歳
入
歳
出

予
算
に
計
上

し
て
、
当
該

基
金
の
設
置

目
的
を
達
成

す
る
た
め
に

必
要
な
経
費

の
財
源
に
充

当

（
２
） 
 （
１
）
の

ほ
か
、
一
般

会
計
歳
入
歳

出
予
算
に
計

上
し
て
基
金

に
積
立
て

　
当
該
基
金

の
設
置
目
的

を
達
成
す
る

た
め
に
必
要

な
経
費
の
財

源
に
充
て
る

と
き
。
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B

第
３
条
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

23
　
鳥

取
県

未
来

人
材

育
成

基
金

　
県
内
外
の

産
業
界
の
協

力
を
得
て
、

奨
学
金
の
返

還
支
援
事
業

を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
大

学
生
等
の
県

内
へ
の
就
業

を
支
援
し
、

県
内
産
業
を

担
う
人
材
の

育
成
及
び
確

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

　
当
該
基
金

の
設
置
目
的

を
達
成
す
る

た
め
に
必
要

な
経
費
の
財

源
に
充
て
る

と
き
。

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立

て

運
用
益
金
の
整

理
又
は
処
理

処
分
事
由

　
略

23
　
鳥

取
県

未
来

人
材

育
成

基
金

　
県
内
外
の

産
業
界
の
協

力
を
得
て
、

奨
学
金
の
返

還
支
援
事
業

を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
大

学
生
等
の
県

内
へ
の
就
業

を
支
援
し
、

県
内
産
業
を

担
う
人
材
の

育
成
及
び
確

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
計

上
し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

　
当
該
基
金

の
設
置
目
的

を
達
成
す
る

た
め
に
必
要

な
経
費
の
財

源
に
充
て
る

と
き
。
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A

保
を
図
る
こ

と
。

24
　
鳥

取
県

原
子

力
防

災
対

策
基

金

　
島
根
原
子

力
発
電
所
に

係
る
原
子
力

防
災
対
策
の

円
滑
な
実
施

を
図
る
こ
と
。

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
定

め
る

額

（
１
）　
一
般
会

計
歳
入
歳
出

予
算
に
計
上

し
て
、
当
該

基
金
の
設
置

目
的
を
達
成

す
る
た
め
に

必
要
な
経
費

の
財
源
に
充

当

（
２
） 
 （
１
）
の

ほ
か
、
一
般

会
計
歳
入
歳

出
予
算
に
計

上
し
て
基
金

に
積
立
て

　
当
該
基
金

の
設
置
目
的

を
達
成
す
る

た
め
に
必
要

な
経
費
の
財

源
に
充
て
る

と
き
。

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
略

29
　
略

保
を
図
る
こ

と
。

24
　
略

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
略
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B

30
　
略

31
　
略

32
　
略

33
　
略

34
　
略

35
　
略

36
　
略

29
　
略

30
　
略

31
　
略

32
　
略

33
　
略

34
　
略

35
　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　（
１
）　
第
２
条
の
規
定
　
令
和
８
年
４
月
１
日

　（
２
）　
第
３
条
の
規
定
　
令
和
８
年
６
月
１
日
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A

議
案
第
３
５
号

鳥
取
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
及
び
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
及
び
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
及
び
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
（
平
成
20
年
鳥
取
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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B

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
委
員
）

第
３
条
　
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事

項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は

公
益
法
人
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

知
事
が
任
命
す
る
。

２
・
３
　
略

（
委
員
）

第
３
条
　
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事

項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は

公
益
法
人
若
し
く
は
公
益
信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年

法
律
第
30
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）

に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が

任
命
す
る
。

２
・
３
　
略

（
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
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A

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県

公
益
認

定
等
審

議
会

　
略

（
２
）　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
50
号
）
第
13
8条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県

公
益
認

定
等
審

議
会

　
略

（
２
）　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
50
号
）
第
13
8条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
項

（
３
）　
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
30

号
）
第
38
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
34
条
第
１
項
及

び
第
３
項
に
規
定
す
る
事
項

　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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B

議
案
第
３
６
号

鳥
取
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）

第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
11
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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A

別
表
（
第
２
条
関
係
）

事
務

市
町
村
等

　
略

28
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の

　（
１
）～
（
19
）　
略

鳥
取
市
、
倉
吉
市
、
岩
美
郡
岩
美

町
、
八
頭
郡
の
町
、
東
伯
郡
の
町

及
び
日
野
郡
日
南
町

29
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
28
の
項
に
規
定
す
る
事

務
に
係
る
事
務
で
27
の
項（
１
）

か
ら（
６
）ま
で
に
掲
げ
る
も
の

鳥
取
市
、
倉
吉
市
、
岩
美
郡
岩
美

町
、
八
頭
郡
の
町
、
東
伯
郡
の
町

及
び
日
野
郡
日
南
町

　
略

別
表
（
第
２
条
関
係
）

事
務

市
町
村
等

　
略

28
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の

　（
１
）～
（
19
）　
略

各
市
町
（
境
港
市
を
除
く
。
）

29
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
28
の
項
に
規
定
す
る
事

務
に
係
る
事
務
で
27
の
項（
１
）

か
ら（
６
）ま
で
に
掲
げ
る
も
の

各
市
町
（
境
港
市
を
除
く
。
）

　
略

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



─  24 ─

B

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
申
請
等
に
対
す
る
改
正
後
の
鳥
取
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す

る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
28
の
項
及
び
29
の
項
に
掲
げ
る
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
移
譲
事
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
施
行
日
前
に
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
行
っ
た
移
譲
事
務
は
、
新
条
例
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
処
理
す
る
市
町
の
行
っ
た
移
譲
事
務
と
み
な

す
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
行
う
移
譲
事
務
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
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A

議
案
第
３
７
号

鳥
取
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

（
定
義
）

第
２
条
　
略

２
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、「
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
」
と
は
、
次

に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

（
１
）　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
36
年
厚
生
省
令
第
１
号
）
第
15
条
の

２
に
規
定
す
る
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品

（
２
）　
略

（
定
義
）

第
２
条
　
略

２
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、「
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
」
と
は
、
次

に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

（
１
）　
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
36
条
の
11
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
濫

用
防
止
医
薬
品

（
２
）　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
５
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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A

議
案
第
３
８
号

鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
29
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

目
次

　
第
１
章
～
第
３
章
　
略

　
第
４
章
　
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

　
　
第
１
節
～
第
４
節
　
略

　
第
５
章
　
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
（
第
23
条
―
第
25
条
）

　
第
６
章
　
雑
則
（
第
26
条
）

　
附
則

（
知
事
が
定
め
る
数
の
告
示
）

第
８
条
　
知
事
は
、
次
条
第
１
項
、
第
11
条
、
第
14
条
、
第
15
条
、
第
18
条
、

第
19
条
及
び
第
22
条
の
規
定
に
よ
り
数
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
数
を
告

示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
）

第
22
条
　
略

目
次

　
第
１
章
～
第
３
章
　
略

　
第
４
章
　
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

　
　
第
１
節
～
第
４
節
　
略

第
５
節
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
（
第
23
条
―

第
26
条
）

　
第
５
章
　
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
（
第
27
条
―
第
29
条
）

　
第
６
章
　
雑
則
（
第
30
条
）

　
附
則

（
知
事
が
定
め
る
数
の
告
示
）

第
８
条
　
知
事
は
、
次
条
第
１
項
、
第
11
条
、
第
14
条
、
第
15
条
、
第
18
条
、

第
19
条
、
第
22
条
、
第
23
条
及
び
第
26
条
の
規
定
に
よ
り
数
を
定
め
た
と

き
は
、
当
該
数
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
）

第
22
条
　
略 第
５
節
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
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A

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
）

第
23
条
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
は
、
算
定
政
令

第
11
条
の
２
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
を
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
額
で

除
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

市
町
村
に
お
け
る
保
険
料
の
急
激
な
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
の
配
慮
を
要

す
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
）

第
24
条
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
は
、
各
市
町

村
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
に
係
る
算
定
政
令
第
11
条
の
２
第
４
項
第
１
号

に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
）

第
25
条
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、

各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
に
係
る
算
定
政
令
第
11
条
の
２
第
５
項

第
２
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
）
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B

（
交
付
金
の
交
付
の
要
件
）

第
23
条
　
略

（
拠
出
金
の
額
等
）

第
24
条
　
略

（
拠
出
金
の
納
付
期
限
の
延
長
）

第
25
条
　
略

（
委
任
）

第
26
条
　
略

第
26
条
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
は
、

０
を
超
え
、
か
つ
、
１
未
満
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
施
行
令
第
29
条

の
７
第
５
項
に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
数
と
す
る
。

（
交
付
金
の
交
付
の
要
件
）

第
27
条
　
略

（
拠
出
金
の
額
等
）

第
28
条
　
略

（
拠
出
金
の
納
付
期
限
の
延
長
）

第
29
条
　
略

（
委
任
）

第
30
条
　
略

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）
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A

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２
　
改
正
後
の
鳥
取
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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B

議
案
第
３
９
号

鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
79
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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A

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

１
　
略

（
保
育
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

２
　
保
育
所
に
対
す
る
別
表
第
４
職
員
の
配
置
の
項
第
２
号
の
規
定
の
適

　
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看

護
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
１
人

を
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
４
人
未
満

で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る

保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ

て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
９
　
略

　
　
　
附
　
則

１
　
略

（
保
育
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）

２
　
保
育
所
に
対
す
る
別
表
第
４
職
員
の
配
置
の
項
第
２
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看

護
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
１
人

を
保
育
士
（
鳥
取
県
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
４
人
未
満
で

あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
保

健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て

当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
９
　
略

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
鳥
取
県
条
例
第
81
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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B

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

　
１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

従
業
者
の

配
置

１
　
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
き
、

従
業
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　（
１
）　
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
置
く
こ
と
。

　
　
ア
　
略

　
　
イ
　
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士

　
　
ウ
・
エ
　
略

　（
２
）～
（
４
）　
略

２
～
６
　
略

　
略

２
～
４
　
略

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）

　
１
　
児
童
発
達
支
援

区
分

基
準

従
業
者
の

配
置

１
　
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
き
、

従
業
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　（
１
）　
次
に
掲
げ
る
従
業
者
を
置
く
こ
と
。

　
　
ア
　
略

イ
　
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
鳥
取
県
の
区

域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）

　
　
ウ
・
エ
　
略

　（
２
）～
（
４
）　
略

２
～
６
　
略

　
略

２
～
４
　
略

（
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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A

第
３
条
　
鳥
取
県
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

第
５
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
満
３
歳
未
満
の

子
ど
も
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以

外
の
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す

る
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
幼
稚
園
の
教
員
の

免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る

者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従

事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
　
略

　
　
　
附
　
則

第
５
条
　
別
表
第
１
職
員
配
置
の
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
満
３
歳
未
満
の

子
ど
も
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以

外
の
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
（
鳥
取
県
の
区

域
に
係
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号
）
第
18
条
の
29
に
規

定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
格
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免

許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者

（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事

し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
　
略

（
鳥
取
県
一
時
保
護
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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B

第
４
条
　
鳥
取
県
一
時
保
護
施
設
に
関
す
る
条
例
（
令
和
７
年
鳥
取
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
（
第
３
条
関
係
）

項
目

基
準

職
員
の
配
置

１
　
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
児
童
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
習
指
導
員
又

は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

　（
３
）　
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士

　（
４
）～
（
８
）　
略

２
　
略

　
略

入
所
者
の
支

援
等

１
～
８
　
略

９
　
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
33
条
の

10
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
児
童
の
心
身
に

有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
行
わ
な
い
も
の
と
す

る
。

別
表
（
第
３
条
関
係
）

項
目

基
準

職
員
の
配
置

１
　
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
児
童
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
習
指
導
員
又

は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

　（
３
）　
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
鳥
取
県
の
区
域

に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
）

　（
４
）～
（
８
）　
略

２
　
略

　
略

入
所
者
の
支

援
等

１
～
８
　
略

９
　
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
33
条
の

10
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
児
童
の

心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
行
わ
な
い
も

の
と
す
る
。
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A

　
略

　
略

（
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

　（
１
）～
（
15
の
２
）　
略

　（
15
の
３
）　
児
童
福
祉
法
第
18
条
の
18
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育
士

の
登
録
　
１
件
に
つ
き
4,
20
0円

　（
15
の
４
）・
（
15
の
５
）　
略

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に

よ
り
当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応

じ
て
別
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

　（
１
）～
（
15
の
２
）　
略

　（
15
の
３
）　
児
童
福
祉
法
第
18
条
の
18
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育
士

登
録
　
１
件
に
つ
き
4,
20
0円

　（
15
の
４
）・
（
15
の
５
）　
略

　（
15
の
６
）　
児
童
福
祉
法
第
18
条
の
28
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
限
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B

　（
15
の
６
）　
略

　（
16
）か
ら（
18
）ま
で
　
削
除

　（
19
）～
（
32
9）
　
略

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に

定
保
育
士
試
験
の
実
施
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
額

ア
　
筆
記
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
　
１
件
に
つ

き
2,
40
0円

イ
　
そ
の
他
の
も
の
　
１
件
に
つ
き
12
,7
00
円

　（
15
の
７
）　
前
号
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
試
験
に
合
格
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
の
再
交
付
　
１
件
に
つ
き
65
0円

　（
15
の
８
）　
児
童
福
祉
法
第
18
条
の
28
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
限

定
保
育
士
登
録
　
１
件
に
つ
き
4,
20
0円

　（
16
）　
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
20
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
令
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
限
定
保
育
士
登
録

証
の
書
換
え
交
付
　
１
件
に
つ
き
1,
60
0円

　（
17
）　
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
20
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
令
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
限
定
保
育
士
登
録

証
の
再
交
付
　
１
件
に
つ
き
1,
10
0円

　（
18
）　
略

　（
19
）～
（
32
9）
　
略

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
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納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
手
数
料
は
、

そ
の
者
の
収
入
と
す
る
。

　（
１
）～
（
５
）　
略

　（
５
の
２
）　
略

　（
６
）～
（
17
）　
略

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
手
数
料
は
、

そ
の
者
の
収
入
と
す
る
。

　（
１
）～
（
５
）　
略

　（
５
の
２
）　
児
童
福
祉
法
第
18
条
の
32
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
指

定
す
る
者
に
地
域
限
定
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ

る
場
合
に
お
け
る
前
項
第
15
号
の
６
の
手
数
料
　
地
域
限
定
保
育
士
試

験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者

　（
５
の
３
）　
略

　（
６
）～
（
17
）　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議
案
第
４
０
号

鳥
取
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会

の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
食
品
衛
生
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
17
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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（
営
業
許
可
証
等
）

第
５
条
　
知
事
は
、
法
第
55
条
第
１
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可

を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
許
可

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
営
業
者
が
自
動
車

又
は
自
動
販
売
機
に
よ
り
営
業
を
行
う
者
（
以
下
「
自
動
車
営
業
者
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
当
該
自
動
車
又
は
自
動
販
売
機

ご
と
に
当
該
許
可
に
係
る
標
識
（
以
下
「
許
可
標
識
」
と
い
う
。
）
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
許
可
営
業
者
は
、
自
ら
が
許
可
営
業
者
で
あ
る
こ
と
を
客
に
示
す
た
め
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
自
動
車
営
業
者
等
　
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
許
可

標
識
を
そ
の
営
業
に
使
用
す
る
全
て
の
自
動
車
及
び
自
動
販
売
機
の
見

や
す
い
箇
所
に
は
り
付
け
る
こ
と
。

（
営
業
許
可
証
等
）

第
５
条
　
知
事
は
、
法
第
55
条
第
１
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可

を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
許
可

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
営
業
者
が
自
動
車
、

自
動
販
売
機
又
は
全
自
動
調
理
機
（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
23
年

厚
生
省
令
第
23
号
）
別
表
第
19
第
５
号
ロ
に
規
定
す
る
全
自
動
調
理
機
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
営
業
を
行
う
者
（
以
下
「
自
動
車
営
業
者

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
当
該
自
動
車
、
自
動
販
売

機
又
は
全
自
動
調
理
機
ご
と
に
当
該
許
可
に
係
る
標
識
（
以
下
「
許
可
標

識
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
許
可
営
業
者
は
、
自
ら
が
許
可
営
業
者
で
あ
る
こ
と
を
客
に
示
す
た
め
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
自
動
車
営
業
者
等
　
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
許
可

標
識
を
そ
の
営
業
に
使
用
す
る
全
て
の
自
動
車
、
自
動
販
売
機
及
び
全

自
動
調
理
機
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
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B

３
・
４
　
略

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

　
１
　
共
通
基
準

　
　（
１
）～
（
４
）　
略

　
　（
５
）　
そ
の
他

　
　
　
ア
　
略

イ
　
政
令
第
35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
簡
易

な
営
業
（
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
飲
食
に
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
食

品
を
食
器
に
盛
る
、
そ
う
ざ
い
の
半
製
品
を
加
熱
す
る
等
の
簡
易

な
調
理
の
み
を
す
る
営
業
を
い
い
、
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の
他
設

備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営

業
を
含
む
。
た
だ
し
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ

り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
ア
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ

り
営
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　（
ア
）～
（
エ
）　
略

ウ
　
政
令
第
35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
自
動

車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
（
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調

３
・
４
　
略

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

　
１
　
共
通
基
準

　
　（
１
）～
（
４
）　
略

　
　（
５
）　
そ
の
他

　
　
　
ア
　
略

イ
　
政
令
第
35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
簡
易

な
営
業
（
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
飲
食
に
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
食

品
を
食
器
に
盛
る
、
そ
う
ざ
い
の
半
製
品
を
加
熱
す
る
等
の
簡
易

な
調
理
の
み
を
す
る
営
業
を
い
い
、
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の
他
設

備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営

業
を
含
む
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ア
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
営
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　（
ア
）～
（
エ
）　
略

ウ
　
政
令
第
35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
自
動

車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
及
び
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る
魚
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A

介
類
販
売
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
販
売
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
３
号
エ
、
ケ
、
シ
及
び
タ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

エ
　
略

オ
　
略

カ
　
略

キ
　
略

　
　（
６
）　
略

　
２
　
個
別
基
準

　
　（
１
）　
飲
食
店
営
業

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
目
的
及

び
業
務
能
力
に
応
じ
た
十
分
な
量
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を

保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
２
の

項
第
１
号
ア
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る

魚
介
類
販
売
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
販
売
を
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
３
号
エ
、
ケ
、
シ
及
び
タ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

エ
　
政
令
第
35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
業

者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
３
号
ク
、
ケ
、
シ
、
ス
、
タ
及
び
チ

並
び
に
前
号
キ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

オ
　
略

カ
　
略

キ
　
略

ク
　
略

　
　（
６
）　
略

　
２
　
個
別
基
準

　
　（
１
）　
飲
食
店
営
業

ア
　
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
目
的

及
び
業
務
能
力
に
応
じ
た
十
分
な
量
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃

水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
、
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
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B

品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

こ
と
。

　（
ア
）　
施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。（
イ
）
及
び（
カ
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
全
体
の
衛
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
監
視
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

　（
イ
）　
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が

全
自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

　（
ウ
）　
全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の

状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

　（
エ
）　
全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構

造
を
持
つ
、
調
理
後
の
食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　（
オ
）　
全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の

時
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

　（
カ
）　
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連

絡
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
営
業
者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ

と
。
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A

　
　（
２
）～
（
８
）　
略

　
　（
９
）　
食
肉
処
理
業

　
　
　
ア
～
オ
　
略

カ
　
自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
　
　（
ア
）　
略

　（
イ
）　
計
画
処
理
頭
数
（
一
の
施
設
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
処

理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
頭
数
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
食
品

衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
23
年
厚
生
省
令
第
23
号
）
別
表
第
17

第
四
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す
水
を
十
分
に
供
給
す
る
機
能

を
備
え
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　（
ウ
）・
（
エ
）　
略

　
　
　
キ
　
略

　
　（
10
）～
（
30
）　
略

　
３
・
４
　
略

　
　（
２
）～
（
８
）　
略

　
　（
９
）　
食
肉
処
理
業

　
　
　
ア
～
オ
　
略

カ
　
自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
　
　（
ア
）　
略

　（
イ
）　
計
画
処
理
頭
数
（
一
の
施
設
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
処

理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
頭
数
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
食
品

衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
17
第
四
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す

水
を
十
分
に
供
給
す
る
機
能
を
備
え
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

　
　
　
　（
ウ
）・
（
エ
）　
略

　
　
　
キ
　
略

　
　（
10
）～
（
30
）　
略

　
３
・
４
　
略

　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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B

議
案
第
４
１
号

鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
34
年
鳥
取
県
条
例
第
49
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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A

別
表
第
１
（
第
２
条
の
２
関
係
）

名
称

位
置

　
略

杉
の
香
団
地

八
頭
郡
智
頭
町
大
字
坂
原

　
略

大
野
団
地

東
伯
郡
北
栄
町
国
坂

　
略

夕
日
ヶ
丘
団
地

境
港
市
夕
日
ヶ
丘
一
丁
目

法
勝
寺
団
地

西
伯
郡
南
部
町
倭

別
表
第
２
（
第
26
条
関
係
）

名
称

管
理
を
行
わ
せ
る
者

　
略

船
岡
団
地
　
隼
団
地

八
頭
町

別
表
第
１
（
第
２
条
の
２
関
係
）

名
称

位
置

　
略

杉
の
香
団
地

八
頭
郡
智
頭
町
大
字
坂
原

土
師
百
井
団
地

八
頭
郡
八
頭
町
土
師
百
井

　
略

大
野
団
地

東
伯
郡
北
栄
町
国
坂

栄
第
１
団
地

東
伯
郡
北
栄
町
亀
谷

　
略

夕
日
ヶ
丘
団
地

境
港
市
夕
日
ヶ
丘
一
丁
目

浜
の
上
第
１
団
地

西
伯
郡
大
山
町
御
崎

法
勝
寺
団
地

西
伯
郡
南
部
町
倭

伯
南
第
１
団
地

日
野
郡
日
南
町
三
栄

伯
南
第
２
団
地

日
野
郡
日
南
町
霞

別
表
第
２
（
第
26
条
関
係
）

名
称

管
理
を
行
わ
せ
る
者

　
略

土
師
百
井
団
地
　
船
岡
団
地
　
隼
団
地

八
頭
町
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B

　
略

大
野
団
地
　
栄
第
２
団
地

北
栄
町

陰
田
団
地

米
子
市

法
勝
寺
団
地

南
部
町

　
略

　
略

大
野
団
地
　
栄
第
１
団
地
　
栄
第
２
団
地
北
栄
町

陰
田
団
地

米
子
市

浜
の
上
第
１
団
地

大
山
町

法
勝
寺
団
地

南
部
町

伯
南
第
１
団
地
　
伯
南
第
２
団
地

日
南
町

　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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A

議
案
第
４
２
号

鳥
取
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
42
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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（
分
担
金
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
は
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
法
第
87
条
の
３
第
１
項
（
法
第
96

条
の
４
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
（
以
下
「
機
構
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
を
施
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
施
行
に
係
る
各
年
度

に
お
い
て
、
当
該
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
き
、
当
該
事

業
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
で
当
該
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ

る
土
地
に
つ
き
法
第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
か
ら
分
担
金

を
徴
収
す
る
。

２
　
略

（
特
別
徴
収
金
の
徴
収
）

第
５
条
　
県
は
、
規
則
で
定
め
る
県
営
土
地
改
良
事
業
（
機
構
関
連
事
業
、

法
第
87
条
の
４
第
１
項
又
は
第
87
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
県

営
土
地
改
良
事
業
及
び
法
第
91
条
第
５
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
市
町

村
特
別
申
請
事
業
を
除
く
。
）
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法

第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
法
第
11
3条
の
３
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
公
告
が

（
分
担
金
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
は
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
法
第
87
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
（
以
下
「
機
構
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
を
施
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
施
行
に
係
る
各
年
度
に
お

い
て
、
当
該
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
き
、
当
該
事
業
に

よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
で
当
該
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土

地
に
つ
き
法
第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
か
ら
分
担
金
を
徴

収
す
る
。

２
　
略

（
特
別
徴
収
金
の
徴
収
）

第
５
条
　
県
は
、
規
則
で
定
め
る
県
営
土
地
改
良
事
業
（
機
構
関
連
事
業
、

法
第
87
条
の
４
第
１
項
又
は
第
87
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
県

営
土
地
改
良
事
業
及
び
法
第
91
条
第
５
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
市
町

村
特
別
申
請
事
業
を
除
く
。
）
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法

第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
法
第
11
3条
の
３
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
公
告
が
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A

あ
っ
た
日
（
そ
の
公
告
に
お
い
て
工
事
の
完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
示
さ
れ
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
そ
の
年
度
が
到
来
す
る

前
の
年
度
を
知
事
が
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
し
た
年
度
）
の
初
日

以
後
８
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
土
地
を
目
的
外
用
途
（
法

第
91
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
目
的
外
用
途
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
（
法
第
36
条
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
所
有
権
の
移
転
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
た
場
合
又
は
当
該
土
地
を
自
ら
目
的
外
用
途
に
供
し
た
場
合

（
当
該
土
地
を
目
的
外
用
途
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
て
、

目
的
外
用
途
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
か
ら
、
特
別
徴

収
金
を
徴
収
す
る
。

２
　
県
は
、
機
構
関
連
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法
第
91

条
の
２
第
６
項
第
１
号
（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
55
年
法
律

第
65
号
）
第
22
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
者

が
、
法
第
87
条
の
３
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
87
条
第
５
項
の
規

定
に
よ
る
当
該
機
構
関
連
事
業
の
計
画
を
定
め
た
旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日

か
ら
、
法
第
11
3条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
機
構
関
連
事
業
の

工
事
を
完
了
し
た
旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日
（
そ
の
公
告
に
お
い
て
工
事
の

あ
っ
た
日
（
そ
の
公
告
に
お
い
て
工
事
の
完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
示
さ
れ
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
そ
の
年
度
が
到
来
す
る

前
の
年
度
を
知
事
が
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
し
た
年
度
）
の
初
日

以
後
８
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
土
地
を
目
的
外
用
途
（
法

第
91
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
目
的
外
用
途
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
（
法
第
36
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る

所
有
権
の
移
転
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場

合
又
は
当
該
土
地
を
自
ら
目
的
外
用
途
に
供
し
た
場
合
（
当
該
土
地
を
目

的
外
用
途
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
て
、
目
的
外
用
途
に

供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す

る
。

２
　
県
は
、
機
構
関
連
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法
第
91

条
の
２
第
６
項
第
１
号
（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
55
年
法
律

第
65
号
）
第
22
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
３
号
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
者
が
、
法
第
87
条
の
３
第
７
項
（
法
第
96
条
の
４
第
１
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
87
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
機
構
関
連
事
業
の
計
画
を
定
め
た

旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
法
第
11
3条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
当
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B

該
機
構
関
連
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日
（
そ
の
公

告
に
お
い
て
工
事
の
完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
示
さ
れ
た
日
）

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
そ
の
年
度
が
到
来
す
る
前
の
年
度
を
知
事
が

指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
し
た
年
度
）
の
初
日
以
後
８
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
土
地
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
法
第
91
条
の
２
第
６
項

第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
農
地
中
間
管

理
機
構
に
対
し
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
22
条
の
６
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
87
条
の
３
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す

る
農
業
経
営
等
の
委
託
を
し
た
者
が
、
当
該
委
託
の
解
除
を
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該
委
託
の
解
除
に
係
る
土
地
に
農
地
中
間
管
理
事

業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
10
1号
）
第
２
条
第
５
項
に

規
定
す
る
農
地
中
間
管
理
権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
構
関

連
事
業
の
計
画
を
定
め
た
旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
当
該
農
業
経
営

等
の
委
託
の
期
間
と
当
該
農
地
中
間
管
理
権
の
存
続
期
間
と
を
合
算
し
た

期
間
が
15
年
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
・
４
　
略

（
特
別
徴
収
金
の
額
）

完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
示
さ
れ
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
（
そ
の
年
度
が
到
来
す
る
前
の
年
度
を
知
事
が
指
定
し
た
と
き
は
、

そ
の
指
定
し
た
年
度
）
の
初
日
以
後
８
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

当
該
土
地
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
法
第
91
条
の
２
第
６
項
第
１
号
又
は
第
２
号

の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
、
特
別

徴
収
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
農
地
中
間
管
理
機
構
に
対
し
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
第
22
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
87
条
の
３
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
農
業
経
営
等
の
委
託
を

し
た
者
が
、
当
該
委
託
の
解
除
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該

委
託
の
解
除
に
係
る
土
地
に
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
25
年
法
律
第
10
1号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
農
地
中
間
管
理

権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
構
関
連
事
業
の
計
画
を
定
め
た

旨
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
当
該
農
業
経
営
等
の
委
託
の
期
間
と
当
該

農
地
中
間
管
理
権
の
存
続
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
が
15
年
以
上
で
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
・
４
　
略

（
特
別
徴
収
金
の
額
）
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A

第
６
条
　
前
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
特
別
徴
収
金

の
額
は
、
県
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
特
別
徴
収
金
の
徴

収
に
係
る
土
地
の
面
積
の
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域

内
の
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
当
該
土
地
改

良
事
業
に
つ
き
徴
収
す
る
分
担
金
の
額
並
び
に
法
第
91
条
第
２
項
及
び
第

６
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
負
担
金
の
額
に
当
該
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
土
地
が
目
的
外
用
途
（
法
第
91
条
の
２
第
１

項
又
は
第
６
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
目
的
外
用
途
を
い
う
。
）
に
供
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
遊
休
化
す
る
施
設
を
目
的
外
の
用
途
に
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
生
ず
る
収
入
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
収
入
額
の
う
ち
当
該
目
的
外

用
途
に
供
さ
れ
た
土
地
に
係
る
も
の
を
控
除
し
た
額
）
の
範
囲
内
で
、
知

事
が
定
め
る
額
と
す
る
。

第
６
条
　
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
特
別
徴
収
金
の
額
は
、
県

営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
特
別
徴
収
金
の
徴
収
に
係
る
土

地
の
面
積
の
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
の

面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
つ

き
徴
収
す
る
分
担
金
の
額
並
び
に
法
第
91
条
第
２
項
及
び
第
６
項
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
負
担
金
の
額
に
当
該
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て

得
た
額
（
当
該
土
地
が
目
的
外
用
途
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
遊
休
化
す

る
施
設
を
目
的
外
の
用
途
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
収
入
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
収
入
額
の
う
ち
当
該
目
的
外
用
途
に
供
さ
れ
た
土
地
に
係

る
も
の
を
控
除
し
た
額
）
の
範
囲
内
で
、
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２
　
前
条
第
２
項
の
規
定
の
特
別
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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B

議
案
第
４
３
号

鳥
取
県
採
石
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
採
石
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議

決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
採
石
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
採
石
条
例
（
平
成
15
年
鳥
取
県
条
例
第
72
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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A

別
表
第
１
（
第
５
条
、
第
７
条
、
第
８
条
関
係
）

　
　
採
石
認
可
の
基
準

項
目

基
準

　
略

６
　
採
石
に
伴
う
災
害
の
防
止
の

た
め
の
方
法
及
び
施
設
に
関
す

る
事
項
　

（
１
）　
採
石
場
へ
の
関
係
者
以
外

の
進
入
、
土
砂
崩
れ
、
騒
音
等

（
騒
音
、
振
動
、
粉
じ
ん
又
は

飛
石
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）、

廃
土
又
は
廃
石
の
流
出
等
の
防

止
、
保
全
区
域
の
設
定
、
火
薬

の
使
用
、
採
取
を
し
た
岩
石
の

管
理
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

　
ア
～
シ
　
略

ス
　
火
薬
を
使
用
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行

う
こ
と
。

　（
ア
）　
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

危
険
区
域
に
関
係
者
以
外

の
進
入
を
防
止
す
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

　（
イ
）・
（
ウ
）　
略

　
セ
・
ソ
　
略

別
表
第
１
（
第
５
条
、
第
７
条
、
第
８
条
関
係
）

　
　
採
石
認
可
の
基
準

項
目

基
準

　
略

６
　
採
石
に
伴
う
災
害
の
防
止
の

た
め
の
方
法
及
び
施
設
に
関
す

る
事
項

　

（
１
）　
採
石
場
へ
の
関
係
者
以
外

の
進
入
、
土
砂
崩
れ
、
騒
音
等

（
騒
音
、
振
動
、
粉
じ
ん
又
は

飛
石
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）、

廃
土
又
は
廃
石
の
流
出
等
の
防

止
、
保
全
区
域
の
設
定
、
火
薬

の
使
用
、
採
取
を
し
た
岩
石
の

管
理
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

　
ア
～
シ
　
略

ス
　
火
薬
を
使
用
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行

う
こ
と
。

　（
ア
）　
あ
ら
か
じ
め
危
険
区

域
を
定
め
て
見
張
人
を
配

置
し
、
関
係
者
以
外
の
進

入
を
防
止
す
る
こ
と
。

　（
イ
）・
（
ウ
）　
略

　
セ
・
ソ
　
略
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B

（
２
）～
（
４
）　
略

　
略

（
２
）～
（
４
）　
略

　
略

　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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A

議
案
第
４
４
号

貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
８
年
２
月
24
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以

下
「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合

す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て

そ
の
返
還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以

下
「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合

す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て

そ
の
返
還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
県
立
療
育
機
関
の
常
勤

医
師
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
（
災
害
、
疾
病
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
た

と
き
は
、
知
事
が
そ
の
都
度

定
め
る
期
間
）
以
上
そ
の
業

務
に
従
事
し
た
と
き
。

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除
の

範
囲

　
略

　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除
の

範
囲

　
略

　
略

医
師
海

外
留
学

資
金
貸

付
金

３
　
前
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
き
、
死
亡
し
、
又
は

精
神
若
し
く
は
身
体
に
著

し
い
障
害
を
受
け
た
た
め

医
師
の
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

と
き
。

　
県
内
に
お
け
る

医
療
水
準
の
向
上

及
び
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、
海

外
に
留
学
し
て
国

内
で
は
修
得
し
、

又
は
経
験
す
る
こ

と
が
難
し
い
診
療

に
係
る
知
識
又
は

技
術
を
修
得
す
る

研
修
を
受
け
る
者

で
、
留
学
終
了
後
、

知
事
が
指
定
す
る

県
内
の
病
院
に
お

い
て
医
師
の
業
務

医
師
海

外
留
学

資
金
貸

付
金

３
　
前
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
き
、
死
亡
し
、
又
は

精
神
若
し
く
は
身
体
に
著

し
い
障
害
を
受
け
た
た
め

医
師
の
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

と
き
。

　
県
内
に
お
け
る

医
療
水
準
の
向
上

及
び
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、
海

外
に
留
学
し
て
国

内
で
は
修
得
し
、

又
は
経
験
す
る
こ

と
が
難
し
い
診
療

に
係
る
知
識
又
は

技
術
を
修
得
す
る

研
修
を
受
け
る
者

で
、
留
学
終
了
後
、

知
事
が
指
定
す
る

県
内
の
病
院
に
お

い
て
医
師
の
業
務

債
務
の

全
部
又

は
一
部

債
務
の

全
部
又

は
一
部
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A 教
員
養

成
奨
学

金

１
　
鳥
取
大
学
を
卒
業
し

た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し

て
３
年
（
災
害
、
疾
病

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
知
事
が
必
要
と

認
め
た
と
き
は
、
知
事
が

そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）

以
内
に
県
内
学
校
に
お

い
て
任
期
の
定
め
の
な

い
教
員
の
業
務
に
従
事

し
、
引
き
続
き
６
年
間
そ

の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

　
県
内
の
小
学

校
、
中
学
校
、
義

務
教
育
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教

育
学
校
及
び
特
別

支
援
学
校
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
県
内
学
校
」
と

い
う
。
）
に
お
け

る
教
員
の
確
保
及

び
質
の
向
上
に
資

す
る
た
め
、
鳥
取

大
学
に
お
い
て
教

員
の
免
許
状
の
授

与
の
所
要
資
格
を

得
よ
う
と
す
る
者

（
県
内
学
校
の
教

員
を
確
保
す
る
た

め
に
設
置
さ
れ
る

特
別
の
入
学
枠
に

債
務
の

全
部

に
従
事
し
、
そ
の

成
果
を
伝
達
し
よ

う
と
す
る
も
の
に

対
し
て
貸
し
付
け

る
資
金

２
　
県
内
学
校
に
お
い
て
任

期
の
定
め
の
な
い
教
員
の

業
務
に
従
事
中
に
、
業
務

上
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
、

又
は
業
務
に
起
因
し
て
精

神
若
し
く
は
身
体
に
著
し

に
従
事
し
、
そ
の

成
果
を
伝
達
し
よ

う
と
す
る
も
の
に

対
し
て
貸
し
付
け

る
資
金
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B

　
略

備
考
　

１
　
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
１
号
及
び
教
員
養
成

奨
学
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
１
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
災

害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
終
了
後
直
ち
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
前
後
の
業
務
に
従

事
し
た
期
間
は
、
引
き
続
い
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

　
２
～
10
　
略

　
略

備
考
　

１
　
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
１
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期

間
終
了
後
直
ち
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、

前
後
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
は
、
引
き
続
い
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

　
２
～
10
　
略

よ
り
入
学
し
た
者

に
限
る
。
）
で
、

将
来
県
内
学
校
に

お
い
て
教
員
の
業

務
に
従
事
し
よ
う

と
す
る
も
の
に
対

し
て
貸
し
付
け
る

資
金

い
障
害
を
受
け
た
た
め
そ

の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

３
　
前
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
き
、
死
亡
し
、
又
は

精
神
若
し
く
は
身
体
に
著

し
い
障
害
を
受
け
た
た
め

県
内
学
校
に
お
い
て
任
期

の
定
め
の
な
い
教
員
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
。

債
務
の

全
部
又

は
一
部
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A

　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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